
関東信越税理士会
熊谷支部３月例会次第

                          日時 令和８年３月２３日(月)

                                  午後４時００分～

                                 場所 キングアンバサダーホテル熊谷    

１．会務報告

(１) ２月 ６日(金)  例会                    於 キングアンバサダーホテル熊谷

(２) ２月 ６日(金)  確定申告研修会             於 キングアンバサダーホテル熊谷

(３) ２月１０日(火)  埼玉県宅地建物取引業協会 新年賀詞交歓会  於 キングアンバサダーホテル熊谷

２．会務予定及び連絡事項

(１)第３回女性部交流会

  日時 ３月２３日(月)午前１１時３０分～午後１時３０分

  場所 木曽路 熊谷店

(２)研修会

  日時 ３月２３日(月)午後２時１５分～３時４５分

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(３)例会・関係機関との協議会

  日時 ３月２３日(月)午後４時００分～５時

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(４)確定申告慰労会

  日時 ３月２３日(月)午後５時００分～７時

  場所 キングアンバサダーホテル熊谷

(５)正副支部長・地域長会議

  日時 ４月 ３日(金)午後２時３０分～３時３０分

  場所 支部事務局

(６)熊谷税務署との協議会

  日時 ４月 ３日(金)午後３時４５分～

  場所 熊谷税務署

３．その他の協議報告事項

  

４．熊谷支部各部会連絡事項・関連組織連絡事項

令和８年度会員事務所職員表彰のお申し出がある場合は、所定の申出書と１０００円を添えて４月２２

日までに支部事務局にご提出ください。

詳しくは、本会会報３月号及び本会ホームページに掲載されております。

５．支部会員入会・転入・転出・異動等

《新規》

    加藤智也 (令和８年２月１９日) 北部地区 広報部・青年部

    〒360-0018 熊谷市中央１－７７

          PDC 税理士法人

    TEL 048-521-3437

  

熊谷支部 会員数１６３名



６．次回例会予定  

日時   ４月８日(水) 例会・関係機関との協議会 午前９時３０分～１０時３０分

場所  熊谷市立文化会館

７．次回研修会予定   

  日時  ４月８日(水)  午前１０時４５分～０時１５分  

  場所  熊谷市立文化会館

内容 「税理士が提案する財産管理と相続」

    講師  税理士 中田義直 氏

単位  １．５単位

８．ホームページ

熊谷支部 パスワード：kuma2012     http://www.kumazei.or.jp                             

県連    ID・ パスワード共に  saizei0615    

日税連  ユーザー名・パスワード共に： taxnz

本会   ユーザー名・パスワード共に： kzei0223

      

税理士協同組合  ユーザー名：zei パスワード：szeikyo3111

＊ 会員専用ページで上記のパスワードを入力し、ログインして下さい。

９．その他

＊本日配布した路線価図・評価倍率表のお申し込み FAX は５月２1 日(木)までに支部事務局まで

お願いいたします。

＊今後の例会日日程を掲載しました。(令和８年３月現在) 予定ですので変更になる場合もあります

５月例会    ５月 ８日(水) 熊谷市立文化会館      午前９時３０分～

６月例会     ６月１７日(水) キングアンバサダ―ホテル熊谷 午後１時２０分～

                               午後３時３０分～(定期総会)

８月例会     ８月 ５日(水) キングアンバサダ―ホテル熊谷 午後２時００分～

９月例会     ９月 ９日(水)  熊谷市立文化会館      午前９時３０分～

１０月例会   １０月 ９日(金) 熊谷市立文化会館      午前９時３０分～

１１月例会   １１月１０日(火) 熊谷市立文化会館      午前１０時３０分～

１２月例会   １２月１０日(木) キングアンバサダ―ホテル熊谷 午後２時００分～

１月例会     １月１３日(水) 熊谷市立文化会館      午前９時３０分～

２月例会     ２月 ４日(木) キングアンバサダ―ホテル熊谷 未定

３月例会     ３月２４日(水) キングアンバサダ―ホテル熊谷 午後２時００分～

  

ｅ-Tａｘ・eＬTAX の利用を推進しましょう。



令和８年３月２３日

会 員 各 位

関東信越税理士会熊谷支部

支部長  森 田 正 男

副支部長 橋 本 博

                          地域長  森 戸 裕

研修部長  林 正 浩

                           
                        

税理士会３６時間規定研修

令和８年度例会時熊谷支部研修会のご案内

拝啓 春らしい陽ざしを感じる今日このごろですが、会員の先生方におかれましては

いかがお過ごしでしょうか。

さて、下記の要領にて支部研修会を開催いたします。何かとお忙しいこととは存じま

すが、多くの会員の皆様にご出席頂けますよう宜しくお願い申し上げます。             

敬具

記

日時  令和８年４月８日（水）午前１０時４５分～午後０時１５分

場所  熊谷市立文化会館       

内容 『税理士が提案する財産管理と相続』

講師  税理士 中田義直氏

単位  １．５単位

    

※研修資料は、事前に支部ホームページに掲載いたします。

      各自ダウンロードして、お持ちください。

   

                           



広報部よりお知らせ

関東信越税理士会埼玉県支部連合会の公式インスタグラムが開設されまし

た。日々の取り組みや最新情報を発信していきます。Instagram アカウントを

お持ちの方は、ぜひフォローしてご覧ください。

関東信越税理士会埼玉県支部連合会インスタグラム URL

https://www.instagram.com/saitama.zeirishikai/?hl=ja

関東信越税理士会埼玉県支部連合会インスタグラム QRコード

https://www.instagram.com/saitama.zeirishikai/?hl=ja






関信越税総発７第３１４号 

令和８年３月１５日 

会 員 各 位 

関東信越税理士会   

会 長 大 山 博 之 

 

会員事務所職員表彰規程による被表彰職員の申出について 

 

 「会員事務所職員表彰規程」により、税理士会員・税理士法人会員の雇用する永年勤

続及び成績優良職員に対する表彰を受け付けいたします。 

 表彰該当職員を雇用する会員におかれましては、所定の申出書により被表彰者１名に

つき 1,000円の負担金を添えて、所属支部長（支部事務局）までお申し出ください。 

 受付期間は、令和８年４月１日から４月 30日までとなりますので、予めご了承の上、

期限厳守を特にお願い申し上げます。 

 

【会員事務所職員表彰規程 抜粋】 

 第３条 (被表彰者)  

  職員の表彰は、会員の申出により、次の各号のいずれかに該当する者について行う。 

（１） 勤続年数が満 ５ 年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（２） 勤続年数が満 10年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（３） 勤続年数が満 15年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（４） 勤続年数が満 20年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（５） 勤続年数が満 25年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（６） 勤続年数が満 30年以上、かつ勤務成績が優良であった者  

（７） 品行方正にして勤務成績が特に優秀であり、他の職員の模範として推奨す 

べき事績のあった者 

 ２ 勤続年数は、原則として採用の日から申出の年の３月 31日までの期間の年数と 

する。 

  ※ 申出書に記載された情報は、職員表彰の関係事務に係る利用の範囲内で取扱います。 

  ※ 申出書は、適宜書式を複写してご利用ください。なお、本会ホームページからも入

手いただけます。（本会ホームページ→会員専用サイトにログイン→会務報告→総務

部→令和８年度会員事務所職員表彰の申出について） 



別紙様式

関東信越税理士会　会長　様

　　          事務所等所在地

  会員

         氏名又は名称

②
第 ３ 条 第 １ 項
該 当 号 表 示 の

③ 採 用 年 月 日 年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

④ 勤 続 年 数 年　　　　　　　 か月　　　　　 　　　　勤務

→ → →
申出 送付 送付

入金確認

（ふりがな）

申　出　書

会員事務所職員表彰規程による被表彰者申出書

　会員事務所職員表彰規程により当事務所職員（下記）を被表彰者として申出いたします。

　　年　　　月　　　日

《受付確認欄》

申出書
支部長

４月30日締切
県支部連合会長

５月15日締切

第１号　・　第２号　・　第３号　・　第４号　・　第５号　・　第６号　・　第７号

※①～④の記載事項は、表彰状の表記に反映されますので必ず楷書でご記入ください。
※負担金１,０００円を添えて提出してください。

① 被表彰者の氏名

県支部連合会長 　令和　８　年　　　　月　　　　日

本 　会 　会 　長 　令和　８　年　　　　月　　　　日

会長
８月31日締切

受付年月日 備　　　考

支　　　部　　　長 　令和　８　年　　　　月　　　　日



税理士国保の健康通信「コクホっとジャーナル」vol.86 2026年3月発行

改定内容

改定後の保険料の総額

令和８年２月１２日に開催されました第１６０回通常組合会において、「子
ども・子育て支援金法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）」
にもとづき、令和８年４月（令和８年５月１日引落分）から「子ども・子育
て支援納付金賦課額」として新たに保険料を徴収させていただくこととなり
ました。つきましては、世帯賦課限度額を含め、下記のとおり改定いたしま
すので、ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

被保険者1名 800円／月子ども・子育て支援納付金分保険料

※18歳未満(18歳に達したあとの3月31日まで)の者は除きます。

改定前 87,000円世帯賦課限度額
（月額） 改定後 90,000円

※その他の保険料について改定はありません。

75歳以上65〜74歳40〜64歳18〜39歳6〜18歳★6歳未満

3,000円36,000円42,200円36,000円−−税理士

3,000円24,000円30,200円24,000円−−職員

−16,000円22,200円16,000円15,200円10,000円家族

★ 18歳に達したあと3月31日までは子ども・子育て支援納付金分保険料は賦課されません。
18歳に達した4月1日以降から賦課されます。

子ども家庭庁HPはこちら
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

※税理士国保では、個人事務所は勤務税理士・職員・家族の保険料の半額を事業主が負担、
税理士法人は税理士・勤務税理士・職員・家族の保険料の半額を税理士法人が負担します。

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin


作成：関東信越税理士国民健康保険組合
さいたま市大宮区桜木町4-376-1
TEL：048-631-2211 FAX：048-644-3030

こちらのＱＲコードをスマート
フォンで読み込むと組合ＨＰへ
アクセスできます。

電話・WEBのみで24時間何度でも
相談できます！（年中無休）

TEL：0120−431−044

新事業
令和8年4月より開始 無料相談

疲れやすい
やる気が
出ない

よく
眠れない

介護疲れ イライラ
する

めまいが
続く

こんな時はありませんか･･･？

これって不調のサイン？？？
ひとりで抱え込んでいませんか･･･？
不調を感じたら、相談してみましょう！

ティーペック株式会社



申請手続き・適用除外承認申請の流れ

税理士国保の健康通信「コクホっとジャーナル」vol.72 2025年1月発行

STEP.1

登記後、下記書類を関東信越税理士会及び組合へ送付する。

●法人設立届 → 関東信越税理士会
●法人設立に伴う必要書類※ → 関東信越税理士国民健康保健組合

STEP.2

・関東信越税理士会から「法人設立届」のFAXを受け取る。
・「法人設立届」及び必要書類確認後、「適用除外承認申請書」に加入証明し返送する。

組合から届いた「適用除外承認申請書」を年金事務所へ提出する。

STEP.3

下記のうち、いずれか１通を組合宛にFAXで提出 ※受付印等のあるもの

●健康保険被保険者適用除外承認申請書の写し
●健康保険被保険者適用除外承認証
●被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 ※電子申請可

組合の動き

※裏面に詳しく記載

・FAXを受け取り次第、被保険者様の健康保険証のマイナンバーカードの利用登録状況
に応じて、「資格確認証」または「資格情報通知書」を交付

重要 法人事務所の組合加入には、健康保険の適用除外承認申請が必要です！

● 法人事務所は、社会保険の強制適用事務所となり、厚生年金及び健康保険が強制加入となります。

しかし、年金事務所へ「健康保険の適用除外承認申請」手続きをすることにより、組合へ継続加

入または新規での加入が可能です。

● 事実の発生した日から14日以内に年金事務所へ届出が必要です！

やむを得ない理由により14日以内に届出が出来なかった場合は「遅延理由書」の添付が必要です。

● 先に年金事務所へ適用申請すると「協会けんぽ」に加入することになります。

一度「協会けんぽ」に加入すると資格喪失ができないので、必ず組合へ必要書類を提出後に年金

事務所へ適用除外承認申請書とともに、新規適用申請をしてください。

組合の動き



こちらのＱＲコードをスマート
フォンで読み込むと組合ＨＰへ
アクセスできます。

関東信越税理士国民健康保険組合

さいたま市大宮区桜木町4-376-1
TEL：048-631-2211 FAX：048-644-3030

組合への主な提出書類について

税理士法人設立に伴い新規加入する場合

住民票の原本（「世帯全員の住民票」と証明
のあるもの）５登記簿謄本（原本）１

番号確認書類（通知カードまたは個人番号
カードの裏面の写し）６定款の写し２

代表税理士の身元確認書類
（運転免許証の写し等）７預金口座振替依頼書（法人口座名義）３

健康保険被保険者適用除外承認申請書８
国民健康保険被保険者加入申請書
（様式第１号の１（A））４

組合加入の個人事務所が税理士法人を設立する場合（加入継続）

預金口座振替依頼書（法人口座名義）５登記簿謄本（原本）１

事務所関係変更届（様式第１号の10）６定款の写し２

健康保険被保険者適用除外承認申請書７誓約書（様式第１号の16）３

適用事務所名称変更通知書※

（年金事務所確認印のあるもの）
８

代表税理士の身元確認書類
（運転免許証等の写し）

４

＊４・８は組合ホームページよりダウンロードが可能
＊３は依頼があり次第、組合から原本送付

＊３・６・７は組合ホームページよりダウンロードが可能
＊５は依頼があり次第、組合から原本送付
※個人事務所のときすでに厚生年金加入済の方について、年金事務所で適用除外申請書の提出が不要とされた場合

組合ＨＰへ

https://www.ka-z-kokuho.or.jp/joining_and_loss.html?id=8 https://www.ka-z-kokuho.or.jp/insurance.html

税理士法人を設立するとき 国民健康保険料について

https://www.ka-z-kokuho.or.jp/joining_and_loss.html?id=8
https://www.ka-z-kokuho.or.jp/insurance.html


 

埼 税 政 発 第 39 号 

令和 8 年 3 月 10 日 

  

埼玉県税理士政治連盟 

支局長 各位           

埼玉県税理士政治連盟 

会  長  岸  生 子 

           

 

県税政会費の口座振替等による支払について 

ご案内のお願い 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は政治連盟の活動に格別のご理解を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、県税政会費令和８年度上期分が税理士会費と同時に口座振替（またはコンビ

ニ・郵便振替による収納）が行われます。 

つきましては、支部定例会等を通じて、会員各位に対し周知をお願いしたいと存じ

ます。何卒ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１．収納内容 

 県税政会費 上期分 ＠５，０００円 は税理士会費（関東信越会(以下

｢本会｣)・県連・支部分）とともに収納されます。 

※同時収納は、本会が関東信越税理士政治連盟(以下｢関税政｣)との事務委託契約に基 

づき行います。 

 

２．預金口座振替日 

４月２６日（金融機関休業日の場合は翌営業日） 

※①上記の日に振替不能の方については、振替日翌月の26日に再振替します。 

 ②コンビニ・郵便振替による同時収納を希望されている方、または口座振替依頼書 

  を未提出の方には、コンビニ・郵便振替用紙が送付されます。   

 

※過去の未収分については、上期分と合わせての同時収納はできません。 

 

※ご不明な点は、関税政事務局（℡０４８－６４３－１６６１）にお問い合わせくだ 

さいますようお願いいたします。 

 



埼税協熊谷地域 3月例会

令和 8年 3月 23 日㈪

＜会務報告＞

令和 8年 2月 6日㈮ 第 40 回全税共 VIP 表彰式

           11：00～ホテルニューオータニ

＜会務予定＞

令和 8年 3月 26 日㈭ 第 11 回常務理事会

           16：00～パレスホテル大宮

           17: 00～懇親会(県連と合同)

           

令和 8年 4月 6日㈪  第 1 回常務理事会・第 1回地域長会

           14：00～清水園

           あんしん財団推進に関する協議会

           15：30～清水園

＜提携企業インフォメーション＞

武蔵コーポレーション ミサワホーム



武蔵コーポレーション株式会社
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武蔵コーポレーションは築20年以上の
アパート買取再販事業を主軸としてまいりました。

事業紹介01

物件の買取
築20年以上の古いアパート、
駅から30分以上の物件も
積極的に買取

内装リフォームや外壁の塗装、
タイル補修などの外装工事など

リフォーム後の物件に対し、
迅速に賃貸の入居者を確保

入居率を高めた物件を売却

物件の売却

リフォーム･工事

賃貸入居付け



当社の強み02



費用対効果の高いリフォームにより、
家賃を1-2万円増額することに成功

内装リフォーム03



専門家による無料の建物調査
弊社の一級建築士が現地に直接伺い、
物件の詳細な調査を行います。

調査内容の詳細
・建物の構造や劣化状況の確認
・概算修繕費用の算出
・10～20ページの詳細報告書の提供

無料の事前調査で、
改修費用の見積りが明確になります。

外装工事04





ファミリータイプのお部屋
(1K/1R以外)

単身タイプのお部屋
(1K/1R)

40,000円/戸60,000円/戸
例）2LDKのお部屋が10部屋あるアパートをご紹介いただき、

管理会社を当社に変更した場合

→60,000×10=600,000円のお支払い

紹介料について05



アパートの
買取再販

高い入居率と
家賃アップ

幅広い物件タイプ
への対応

まとめ06
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